
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着手日が決定次第速やかに 

変更内容・規模による 

完了日が決定次第速やかに 

完了検査申出は検査予定日の 

1週間前までに提出 

開発事業工事着手の届出 

□開発事業工事着手届出書（第 34号様式） 1部提出 

H 

開発事業計画変更の申請／届出 

□開発事業変更協議申請書 

□開発事業変更届出書 

（変更内容及び規模によって様式が異なります） 

□変更が生じる図面の変更前後 

正本：1部 

副本：9部 

提出 

I1 

I2 

開発事業工事完了の届出 

□開発事業工事完了届出書（第 36号様式） 1部提出 

J 

開発事業完了検査の申出 

□開発事業完了検査申出書（第 39号様式） 

□※完了検査は毎週火曜日の 13時半から行います 

（平成 29年 4月時点） 

1部提出 

K 

各変更手続きが完了してから 

完了検査申出を受付ける 

開発事業工事着手の届出§74 

開発事業計画変更の申請§72 

開発事業計画変更の届出§72 

開発事業に関する変更協定締結§72 

変更指導基準適合通知書の交付§72 

開発事業工事完了の届出§75 

開発事業完了検査の申出§76 

開発事業完了検査§76 

指導事項の是正・報告 

完了検査適合通知書の交付§76 

H 

I1 

I2 

J 

K 


